
様式第1－2号

支出 証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

I

整理番号 3-5-4-／

経費項目 ･研修費

内 容 #UII経済懇話会年会費

年月 日 令和7年 ｻ 月 ～4か7年‘月 金 額 10,000円

会の趣旨．

目 的

同会は会員企業が地j魂径済をけん引すべく、地域経済や政Y台に関す｡様々な課起解伏に|FI｣

け研修会や意見交換会を実施し、企業業績向上により適正納税に努める。

会の活動

内容等

総会・研修会・先進地視察

政務活動.

県政との

関連性

企業支援は重要な県施策であり、県には中小･小規模企業振興基本条例が制定されている。

く領収書貼付枠＞

1~6月分の内､3か月分["."～‘側）

ユク、クグク
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※添村書類：

円

･事業概要・その他（ ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a)

|10,000円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

10,000円
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本会は郷||経済懇話会と称す。
ー ツ

本会は事務所を掛川市掛川商工会議所に置き、事務を委託する。

本会は掛川市の経済界の発展に寄与し､会員相互間の親睦融和を図り、又会員
の経済知識の向上と、政治意欲の盛り上りを目的とする。

本会は前条の目的のため研究会､講演会、視察､懇談会等の事業を行なう。

本会囚会員は､潮il市及びその-円に居嶬いは事蒲誇っ者とする。
新しく会員となるものは、役員会の承認を得なければならない。
加入金は徴収しない。

脱会は自由駈るも、年度内の会費は徴収する。

本会の会員は会費を負担する義務を負う。

会費は半期20jOOO円（年額40,000円）とし、徴収は年2回とする。 ．
本会費は､㈱静岡銀行郷il支店が徴収し保管する。但し､会長が必要と認めた
るときは総会の誌を経て追加徴収又は返戻する。

本会は毎年1月より12月までを1ヶ年度とする。

本会は1月に定例総会（会務報告、決算並びに予算、役員選任〉を行ない、
春秋各ユ回例会(講演､研究､視察､懇親会等)を開催する他､会長が必要と
認めたるときは随時これを開催する。

決議事項は出席会員の過半数をもって決定する。
本会に次の役員を置く。

会長1名、副会長2名、幹事4名、会計監査人2名。
役員は定例総会において選出する。

会長は本会を統括し、副会長は会長を補佐し、事故あるときは代理する。
幹事は本会の事業の運営にあたる。

会計監査人は会計を監査する。

役員の任期は何れも2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
本会に顧問を置くことができる。

本規約の改廃は総会の承認を得るものとする。

本規約に定めない事項については役員会に於いて決定する。

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）
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附 則

本規約は昭和48年1月1日より実施する。
昭和50年1月17日より一部改正する。
昭和60年9月10日より一部改正する。
昭和51年1月1日より一部改正する。
昭和58年1月1日より一部改正する。
昭和55年2月25日より一部改正する。
平成3年1月14日より一部改正する。
平成11年1月19日より一部改正する。
平成18年1月24日より一部改正する。
平成27年2月2日より－部改正する。

9

計

経費項目 錘 ･研修費

内 容 "II経済懇話会年会費

年月 日 令和7隼,"』2日～隼”,|金額 10,000円

会の趣旨．

目 的

同会は会員企業が地域経済をけん引すべく、地域経済や政治に関する様々な高羅副駐に向

け研修会や意見交換会を実施し、企業業績向上により適正納税に努める。

会の活動

内容等

棒・句rlｰ・元廷池況余

政務活動.

県政との

関連性

ｺ鐸文稜ほ里妥砿蜘n束~E･めり、賑ILB､1－ドノJ，。〃､祝4麹垣未蝉型＝兵P率1ｸU〃.､巾U人逗e4Uk｡v,④。

く領収書貼付枠＞

1~6月分の内､3か月分（'6～，”）

2'‘”〃円x%=/o,''ol3

※添付書類： 秒の会則・事業概要・その他

(認的）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(J

／0，”6

26弱66 円

案分率(b)

1/1

100%

政務活動費支出額(a×b)

10,000円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）
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整理番号 3-5-4-脚

経費項目 調却暁費研修費織 ･鋪傭儲纈憤･会議費･資料I賊費･資料駒貴･割溌･謡翻漬･人件費

内容 政務活動費証拠書郵送料

年月日 令和7年4月2日～年月日 金額 910円

目的
政務活動費証拠書郵送料

使途
郵送料

関連性

政務活動費証拠書である。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

910円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

910円



様式第1－1号

支出証拠害

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

謹琿番号 3-5-4-3

経費項目 鰯･研修費･圃諏報費･端熊翻識･会議費･資料作成費･資料購入費･事務費･藷翻漬･人件費

内容 東アジア拠点構想候補地視察

年月日 令和7年4月3日～年月日 金額 4,980円

目的
川勝県政検証として東アジア拠点構想候補地視察

使途
交通費東名御IIIC<=>長泉沼津IC(@2,490×2)

Fiji1勝県政を検証し今後の質問に役立てる
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4,980円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

4,980円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議。増田享大）

’

整理番号 3-5--ダーリ

経費項目 調査研ｦ蹟･研修費･広聴広報費･蕊識饒漉婚･会議資料侑鑪･鯉｡事務費･事翻漬･人件費

内 容 日本農業新聞購読料

年月 日 令和7年4月3日～ 年 月 日 金 額 37,750円

目 的
農業生産・農村振興全般に関する情報を収集し、本県の農業振興施策に反映する

使 途
令和7年度購読料（＠3,100×12ケ月分）

関連性

農業生産･農村振興に関する情報を収集し本県の主要施策である農業振興に関する県政の

施策展開の参考とする

く領収琴占付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

37,750円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

37,750円
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'7年￥ 月亙日振込金受取書(兼手数料受取書）
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勘|“’”蕊，:駕漂。
’円消費税額（10％）ご

依
頼
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○お振込金額のうち決済未確認の小切手は、上記のとおりです

が、万一不渡りとなったときは、この振込を取り消し、小

手は､権利保全の手続をしないで当店において返却します｡

切

いつもJAバンクをご利用いただきありがとうございます。

○振込先金融機関へは、お受取人名のほか貯金種目・口座番号を通知します。お受取人名はカナ文字により送信します。
○振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には、照会等のため振込が遅延することがありますのでご了承ください。
○通信機器、回線の障害等やむを得ない事由によって振込が遅延することがありますのでご了承ください。

oこの振込金受取書（兼手数料受取書）は､振込ができない場合などに必要となりますので､ご依頼人が大切に保管してください。
○振込ができない場合は、この手数料のほか、別途手数料がかかる場合がありますのでご了承ください。

’

１
１

取扱店
（200円）

引合員またI
込金十手数
:-戸｢nキミ茎I，

非課税

9080405004340登録番号 ｡｡■■●■●｡
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送信日 令和 7 年 4 月 1 日

増田亭大様

送信枚数 1 枚

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室■
〒437-1593静岡県菊川市下平川6265

TELO537-73-6997 FAXO537-73-6917

いつもお世話になって諸ります。

『日本農業新聞』につきましてご購読頂きありがとうございます。
■ﾛ■■■ロロ■＝■ー＝－－－＝g■面＝画一一一一回｡■ｰ‐‐~‐歯q■ワロU■■q■ﾛ■■ﾛﾛ■■1■ﾛ■■■『ー一一口■■■ﾛ■■hⅡ■｡■■■■1■｡■d■■■■＝＝－－画－再口口一一一ロローーーロ■画再客■■■■q■Ⅱ■0■Q■■■両画■■■■0■■■■l■

U

下記の通り購読代金について､ご連絡させていただきます。

記
■＝■Ⅱ■■ﾛ■ﾛ■■■ﾛ■■＝■■追追－－~酉一画一一ローーーロ■■q■!■ﾛ■ﾛ■■守画一一■一元9■ﾛ■■■d■Ⅱ■rー一一■■■－－面面弓＝－－＝■＝一勺■画－画■q■可■両一三コU■■■■■■P■■■■1■■一言目■■一一一鼻 ウー■

1.購読代金のお振込みについて
画一■ーq■~■■■』■ﾛ■ロﾛ■■■■■』■ﾛ■Ⅱ■Ⅱ■■■U■輿■d■“■b■＝‐ーー＝＝＝＝＝画一□■‐■ー‐~鏡韓碑■!■1■■F■■Ⅱ■ﾛ■ﾛ■■d■■■■■員■ｰ‐ー＝画一b■一一＝■■－＝＝＝＝ミーーー面面I■■q■1■■■■■■■歯一一一■－－－－－－7■

R7.4月からのご購読についてご入金をお願い致します。

＊1年分購読代金
■』■■■■竺鐘一一一一国ロー画一一一一一＝‐~ー‐■■■戸■』■1■I■Ⅱ■q■■■■■ﾛ■■p■■8■■■■■■■Ⅱ■■■凹一■凸画一一一■ｰ■■■■白＝＝画一一一q■面■■■ﾛ■■Iﾛ■■ロﾛ■0■■一一五釦■ロローーー ■■ ■ ■

3,100円(R7,4月～8,3月分）

ｒ
』

一
■■＝ー■■■■ｰ■■ー■■■■■■■ー~■■画■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■““■■■ｰー■■■■■‐■■面罵■■‐再一一一向戸■面面■Ⅱ■■■■■I■q■■U■■■9■

IらL

･振込み先 遠州夢咲農協本店

･口座種類､番号 （その他)別段貯金0006624

フリガナ ジェイエイエンシュウュメサキ｢ニホンノウギョウシンブン」
■一色‐面再面面＝ｰ■■ーロー＝草一戸内Q■q■q■■■I■ﾛ■■Ⅱ■q■Q■■■■｡■■■Ⅱ■■■d■■Ⅱ■Ⅱ■■■凹凸＝＝‐－－－－－－＝＝＝■＝■■＝‐‐■■■I■Ⅱ■■I■q■U■■■■q■■■■ﾛ■d■■■■r一一一一一一‘--. ｡ =~

･口座名 JA遠州夢咲｢日本農業新聞」
■ぬ■■d■‐色色画一＝＝●■ｰｰ画一画一一戸■■!■q■q■ﾛ■■■■ロﾛ■■■■■■Q■ﾛ■』■ﾛ■■ﾛ■ﾛ■■Q■■凸一■■ｰ■ｰー＝一画一一一一コ■■■■■■可■画8■■Q■■■■■■■ﾛ■ﾛ■U■ﾛ■Q■■■Q■■■1■■■一一一一■■■｢.‐-

以上､宜しくお願いします。



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

’

鑿理番号 3-5--いす

経費項目 調査研究費･研修費･広聴嘩蹟･鶏辮鞠鋤費｡会議費･資料I賊費．繩 ･事務費･謡翻費･人件費

内 容 家の光購読料

年 月 日 令和7年4月3日～ 年 月 日 金 額 10,632円

目 的
農業生産。農村振興全般に関する情報を収集し、本県の農業振興施策に反映する

使 途
令和7年鹿購読料（＠629円×2ケ月十，922×2ケ月分十，900×8ケ月）

政務活動。

県政との

関連性

農業生産･農村振興に関する情報を収集し本県の主要施策である農業振興に関する県政の

施策展開の参考とする

く領収書貼付枠＞

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

10,632円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

10,632円
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7年嫉月到日P振込金蕊取書(兼手数料受取書）
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○お振込金額のうち決済未確認の小切手は、上記のとおりです

が、万一不渡りとなったときは、この振込を取り消し、小

手は、権利保全の手続をしないで当店において返却します。
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いつもJAバンクをご利用いただきありがとうございます。

○振込先金融機関へは、お受取人名のほか貯金種目・口座番号を通知します。お受取人名はカナ文字により送信します。
○振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には、照会等のため振込が遅延することがありますのでご了承ください。
○通信機器、回線の障害等やむを得ない事由によって振込が遅延することがありますのでご了承ください。

○この振込金受取書（兼手数料受取書）は､振込ができない場合などに必要となりますので、ご依頼人が大切に保管してください。
○振込ができない場合は、この手数料のほか、別途手数料がかかる場合がありますのでご了承ください。
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F A × 送 信

壼一不

送信日 令和 7 年 4 月 1 日

増田享大様

送信枚数 1 枚

発信者 遠州夢咲農業協同組合組合員ふれあい室■
〒437-1593静岡県菊川市下平川6265

TELO537…73-6997 FAXO537-73-6917

いつもお世話になっております。

『家の光』につきましてご購読いただきありがとうございます。
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下記の通りご購読代金についてご案内させていただきます｡,‘
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1.購読代金のお振込みについて

＊1年分購読代金 10,302円(R7.4月～R8.3月）
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629円(6.8月号）922円(5,7月号）
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,振込み先 遠州夢咲農協本店

，口座種類､香若 （その他)別段貯金0005266

フリカナ イエノヒカリトショ

‘口座名 家の光図書
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以上､宜しくお願いします。



様式第1－2号

支 出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

塗_且

一

轄理番号 3-5溌ら

経費項目 ･研修費

内 容 公益社団法人大日本報徳社年会費

令和7年4月 ～“・7年ｲﾕｰ月 金 額

会の趣旨．

目 的

二宮尊徳の報徳思想を現代に繋げ、道徳と経済の調和した社会を目指す全国組織

会の活動

内容等

定期学習会・講演会・講師派遣・企業研修会等

政務活動。

県政との

関連性

県は経済活動の振興と地域社会との調和、環境保全を目指す取り組みを進めており、また

同施設群は尉旨定文化財にもなっており、勉強会や意見交換を通じ今後の質問等に役立て
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである。

領収書金額(a) 案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)
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公報発第60号

令和7年3月24日
ロ

公益社団法人大日本報徳社

個人社員 各位

公益社団法人大日本報徳社

社長 鷲山恭彦

令和7年度公益社団法人大日本報徳社個人社費納入について(お願い）

春暖の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

日ごろより、報徳社運動の推進につきましてご理解とご支援を賜り、厚くお礼申し上げま

す。

さて、令7年度の社員総会を3月13日(木)に開催し、「令和7年度事業計画。予算」が認

められ、社費につきましては昨年と同額にさせていただくことになりました。

つきましては、誠に恐縮ですが6月30日(月)までに個人社費 (年会費）のご納入をお願

いいたします。

本状と行き違いでご納入いただいた場合には、お詫び申し上げます。

記

1 個人社費 10,000円

2納入期日 6月30日(月）

※社費納入の際に発行される「控え」をもって、会費納入の領収書に代えさせてい
’

，ただきます。領収書の発行を希望される方はご連絡連絡下さい｡
一

公益社団法人大日本報徳社

専務理事■~三 事務局長
電 話：0537-22-3016

FAX:0537-23｡5523

mmail:dainihonhoUtoku@cyもtnc.ne.jP



3－5－箕一ら
(以下『法人法」という）上の社員とする｡公益社団法人大日本報徳社定款

（社員の資格の取得）
第6柴この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込
みをし､その承認を受けなければならない｡

（経費の負担）

篦7条この法人の事業活動に経常的に生じる藍用に充てるため、社員になった
時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

第1章総則

（名称）

鰐,条この法人は､公益社団法人大日本報徳社と称する'。

（事務所）

第2桑この法人は、主たる事務所を静岡県掛川市に置くio
2この法人は、理事会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことがで
きる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

（任意退社） 、

露8条社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、
にいつでも退社するこ.とができる。

任意

第2章目的及び事業 1
I

（除名）

第9桑社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によっ
て当該社員を除名することができる。
（1）この定款及びその他の規則に違反したとき。
（2）この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
③その他除晶すべき正当な事由があるとき。

（目的）

鰯3桑この法人は､二宮尊徳の事績に学び､至誠､勤労1分度､推譲を信条に、
「報徳訓」を旨とし､社会の向上発展に寄与することをi目的とする。

（事業）

第4条この法人は､前条の目的を達成するため､次の率を行う。
（1）地域づくりに寄与する事業
（2）社会福祉に寄与する事業
（3）教育・文化，産業に寄与する事業 ｜
（4）環境保全に関する事業

（5）報徳に関する事業と啓発

（6）その他この法人の目的を達成するために必要な事業！
2前項の事業は､本邦及び海外において行うものとするI

（社員資格の喪失）

篦10条前2条の場合のほか､社員は､次のいずれかに該当するに至
その資格を喪失する。

（1）第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
（2）総社員が同意したとき。
（3）当該社員が死亡し、又は解散したとき。

ったときは、

）

第4章社員総会

（構成）

鱒11象社員総会は、すべての社員をもって構成する．

I

第3章社員 1
1

（法人の構成員）

第5条この法人は次の者をもって構成する。
（1）社員 この法人の目的に賛同して入社した個人又は団体
(2)賛助社貝この法人の事業を賛助する個人又は団体’
2前項第'号の社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（権限）

第12条社員総会は、次の事項について決議する。
（1）社員の除名
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3－5－度-ら

3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項
の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定
める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い
順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認
(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（書面による議決権行使）
第18柴社員総会に出席できない社員は､議決権行使書をもって議決権を行使~す
ることができる。この場合において、その議決権の数を前条の議決権に算入す
る。この場合において、本条の規定の適用については、その社員は社員総会に

（開催）

鰯13桑社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後8箇月以内に開催す
るほか、必要がある場合に開催する。

出席したものとみなす。

（議決権の代理行使）

第19条社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を社長に提出し、代理人
によって議決権を行使することができる。（招集）

篦14条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ
き社長が招集する。

2総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、社長に対し、社員
総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求するこ

1

（議事録）

第20柴社員総会の議事については､法令で定めるところにより議事録を作成す
る。

2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。とができる。

（議長）

鰯15条社員総会の議長は、会議のつど出席社員の互選で定める。

（議決権）

第16条社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。

（決議）

第17条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出
席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
（1）社員の除晶

（2）監事の解任 ．

（3）定款の変更

（4）解散

（5）不可欠特定財産の処分の承認
（6）その他法令で定められた事項

第5章役員

（役員の設置）

露21条この法人に、次の役員を置く。
（1）理事10人以上15人以内

（2）監事8人以上5人以内
2理事のうち1人を社長とする。

3社長以外の理事のうち2名以内を副社長、1名を専務理事とする。
4社長及び副社長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の専務理事をもっ
て同法第91条第1項に規定する業務執行理事とする。

）

（役員の選任）

第22条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2社長、副社長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特
別の関係にある者の合計数は、理事総数の8分の1を超えてはならない。監事
についてもl司様とする。

4

3



3－ターゼーム

2この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事と
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること
ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、同法第113条第1項で定

（理事の職務及び権限）

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職
務を執行する。

2社長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その
業務を執行し、副社長は社長を補佐し、専務理事は理事会の議決に基づき、日
常の業務に従事し、社員総会の議決した事項を処理する。

める最低限度額とする。

第6章顧問、参事、講師

（顧問）

第29条この法人に顧問を置くことができる。

2顧問は、若干名をもって構成する。

3顧問は、重要事項について社長の諮問にこたえる。
4顧問は、社員総会の承認を経て社長が委嘱する。

5顧問の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。

（監事の職務及び権限）

第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査
報告を作成する。

2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。

（役員の任期）

第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとする。

2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。

3補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時ま
でとする。

4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又
は監事としての権利義務を有する。

（参事）

第30条この法人に参事を置くことができる。

2 参事は、若干名をもって構成する。

3参事は、運営に関する事項について社長の諮問に答える。

4参事は、理事会の承認を経て社長が委嘱する。 ・

5参事の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

（講師）

第31条 この法人に講師を置く。

2 講師は、若干名をもって構成する。

3 講師は、報徳思想の普及のため、講演及び社員の指導に当たる。

4 講師は、理事会の承認を経て社長が委嘱する。

5講師の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時社員総会の終結の時までとする。

（役員の解任）

露26条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

（報酬等）

第27柴理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対して

は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報
酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

（損害賠償責任の免除）

第28条この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことに

よる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

（構成）

第32条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
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（事業計画及び収支予算）

第39条この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類については､毎事業年度の開始の日の前日までに､社長が作成し、
理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終
了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（権限）

津33条理事会は、次の職務を行う。
（1）この法人の業務執行の決定
（2）理事の職務の執行の監督

（3）社長、副社長、専務理事の選定及び解職

（招集）

第34柴理事会は、社長が招集する。
2社長が欠けたとき又は社長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（事業報告及び決算）

第40条この法人の事業報告及び決算については､毎事業年度終了後3箇月以内
に、社長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時
社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第
8号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
（1）事業報告

（2）事業報告の附属明細書

（3）貸借対照表

（4）正味財産増減計算書

（5）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
（6）財産目録

2第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また従たる事務所
に8年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款社員名簿を主たる事
務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な
ものを記載した書類

（決議）

第35桑理事会の決議は､決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事
の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす。

（議事録）

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す
る。

2出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表
理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記晶押印する。

篦8章資産及び会計

（基本財産）

第37条この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1及び別表第
2の財産は、この法人の基本財産とする。

2基本財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的
を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本
財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするとき

は、社員総会の承認を要する。

（公益目的取得財産残額の算定）

---篭劇桑一社長Ij貢-公益社団法大笈ぴ公益財団潅大坊認定執言雷ずぢ潅葎葹存規則一一一~~‐
第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取

’一

得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする°
3別表第2の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。 第9章定款の変更及び解散

（事業年度）

第38条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終

わる。

（定款の変更）

第42柴この定款の変更は、社員総会において、総社員の
る社員が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の多数
ぼならない。

8

議決権の過半数を有す

をもって決議しなけれ

７
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（解散）

第43条この法人の解散は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により
解散する。

（公益認定の取り消し等に伴う贈与）

第44条この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は、合併により法
人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除
く。）には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財
産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益
社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又
は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

（残余財産の帰属）

第45条この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議
を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に
掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

（公告の方法）

篦46条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
により行う。

附則

1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す

::篭瀞驚鷲駕
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106

条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行った

ときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日
とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4本定款は、平成25年2月27日からこれを実施する。（第5条法人の構成
員及び第13条開催の変更）

９



様式第 1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 自 民改革会議 増田 享大）

上旦旦

｜:1

Ｉ１ｒ‐“‐４毛酌“、Ｉ１４Ｊ８ｕゴｐ町刈■，４４可ｌｑ４Ｊｌｌ‐１４１口１ｂＵＪ⑭ｂ酷４４ｒｊＩ、ロ０岬内聞１ｆｌｌ刊刑恥訓濃祁淵却９４冊叩〃１４９口過“聞〃＃靴４１１．、ｏｉ０早ＯＩＰⅡ●１ＩＩｉｌ１４１１１～ｊ１１－１．１＃珊日・く４ＨＩｆ１６心可ｌＪｊ１１ｊｊ夢‐‐‐‐‐‐‐州‐罫

窯躍
事務機の

厳云t簔荏

社 掛川
冠（0537）24－2111

|_雁二

轄理番号 3-5-4-〉

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鶏隙饒纈鑛･会議費･資料侑績･資料購入費態事翻濱･人件費

内 容 事務文房具代

令和7年4月7日～ 年 月 日 金 額 1,485円

目 的
政務活動を行う事務経費

使 途
コピー用紙代

政務活動・

県政との

関連性

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

2,970円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1,485円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

》
一
寸

唾．、〔、』跡

｜
ク

冒
十

写
’

九
十

Ｉ
弄

什

一
－

○
Ｎ

一
○

搦
抑

縄
特

、

震
直

浬

計りH準

跨預凶
箪毒丹
襲塑侶
，廻睡
世鬮扣
椙極煕
吏長唾
浪、巳

亜慨豊言農寸

塘さ§叶q目4「

整理番号 3-5-4-8

経費項目 繩･研修費｡広獅翻濱･鶏熊辮鵡･会議費･資榊媛･資料購蹟･事務費･事翻漬･人件費

内容 県茶業研究センター竣工式

年月日 令和7年4月8日～年月日 金額 470円

目的
センター竣工式

使途
交通費東名御IIIC→相良牧之原IC(@470)

関連性

県茶業研究センター竣工式についてである

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

470円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

470円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議。増田享大）

轄理番号 3-5-4-ノ

経費項目 鋤･研修費･広聴広報費･霊識購樺渡･会議費･資糊鍼費･資料購入費･事務費･事翻漬･人件費

内容 県森林組合連合会貯木場視察

年月日 令和7年4月9日～年月日 金額 6,140円

目的
県森連貯木場視察

使途
交通費東名御IIIC<=>長泉沼津IC(@3,070×2)

政務活動．

県政との

関連性

県の森林・林業政策として進める現場を確認し今後の質問に役立てる
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

6,140円

案分率(b)

l/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,140円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-4-/〃

経費項目 職 ･研修費･広聴広報費･鶏辮鞘鋤費｡会議費･資料胴媛･資f鯖入費･事務費･藷翻漬･人件費

内容 県庁にて調査

年月日 令和7年4月11日～ 年月日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC 瀞岡IC(@1,410×2)

政務活動・

県政との

関連性

県議会における対応についてである

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・ 増田 享大）

E_g

1-111

愁
",i'

WWi

轄理番号 3-5--ヶ－〃

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･鰯開襟諦績･会議費･資料lf成費･資繩鴬入費･事務費･鋤人件費

内 容 事務所電気代 州'か

令和7年4月14日～ 年 月 日 金 額 3,081円

目 的
政務活動を行う事務所経費

使 途
事務所電気代

政務活動．

県政との

関連性

一１日

F> i

０
一
冊
ゴ
ー
リ
目
１
．
口
フ
、
卜
恥
１
侮
り
、
目
Ｕ
４
ノ
・
も
翼
。
。
Ｘ
・
も
１
℃
。
。
１
１
ｌ
‐
，

振替払込請求書兼受領証 (振込金受領証)(070408)

お支払期日はr完~面司です｡お支払鯛日を過ぎてお支払いいただいた場合は、
延滞利息(年利10%)を､お支払いの日以降の料金とあわせてご請求いたします。

本
証
に
よ
り
当
社
の
集
金
員
が
集
金
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

襄
面
も
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

ただし､ご家庭や商店など低圧の電気をお使いいただいているお客さまが､お支払期日の翌日から

10日目までにお支払いいただいた場合は､廼帯利息を申し受けません。

, 払込用紙の有効期限は「罪~亟司 となってお↓

中部電力ミライズ株式会社カスタ･マーセン

(ゆうちよ銀行）

柔

’

三
Ｉ

冒蕊'00100 画 5 ＝ ソUU~110|署茗|中部鍾刀二つｲ人孫云云江

令和'’7年4月分
？

ご使用期間 3月10日～4月7日（日程06）

金額

千 百 十 刀 -卜｜ 国

－6-'1

十

6

門

3

消費税等相当蕊(再掲）

’ ’560円
ご依頼人氏名

増田 享大様

お客さま番号・契約種別 容 量 ご使用語 t記全額の内訳(円）
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■■■■■

従量電灯B

A

60

kWh

’ ’155 ’61163

｜ I ｜ ’

｜ ’ ｜ ’

ロ

0570－048－155

(携帯電話･PHSからもご利用いただけます｡）

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

6,163円

案分率(b)

1/2

50％

政務活動費支出額(a×b)

3,081円



経費項目 職･研修費･広聴広報費･鶏調誇瀧噴･会議費･鮮昨鰭･資繩瀞費･事務費･事獅費･人件費

内容 森の力再生事業現地視察

年月日 令和7年4月15日～年月日 金額 6,140円

一’

目的
矛辰の刀丹生争乗1ｦ才豆_巾を兄r世t見祭

使途
交通費東名郷IIICくこ>長泉沼津IC(@3,070×2)

政務活動．

県政との

関連性

県の森林･林業政策として進める森の力再生事業の現場を確認し今後の質問に役立てる

く領収書貼付枠＞
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

6,140円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,140円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田 享大）

＝去置宮ﾀフ 3-5-4-ﾉヨ

経費項目 壷藝匿婁･研修費･I蛎曄蹟･鶏鰊織婚･会議･資料IF鰭･資繩鴬入費 ･事務費･事諦費･人件費

内 容 農林水産省要望

年月 日 令和7年4月17日～ 年 月 日 金 額 14,400円

目的
農水省要望

使 途
新幹線湖l1駅〈今東京駅(@7,470+6,930)

政務活動・

県政との

関連性

｣宗か廷の'O崖耒笙厘|王|口｣エ束にXTワ'O安睾J古到
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掛川レ東

自由席

京

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

14,400円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

14,400円
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様式第2号

Ｐ

制杳h什究括動のために政務Y古厘＊

県 外調 査概要書

令和7年4月17日

自民改革会議 増田 享大

目 的
イチゴ集出荷施設整備要望

年 月 日 令和7年4月17日

場 所 農林水産省

内ゞ 容

1 行程

JR掛川駅〈=>東京駅

2 応対者

農林水産省残鋤
3 聴取内容

搾乳凋芳伽乃展､鋪風農ｹ剛辮‘

イチゴ集出荷施設整備事業要望、令和7年度農水省事業の展望聴取

4 県政への反映

本県を代表する農産物であるイチゴは既存営農家に加え新規就農者も増

加しており、本県特産品として更なる支援が必要と考えるが、生産→集荷→

梱包作業→出荷の各作業工程における労力負担が大きく長年課題とされ

ていたが、この程志太榛原・中東遠地域のJAグループが共同して集出荷場

建設を計画しており、それに対する国の支援を要望した。

近年、ミカンの近代的選果場建設により作業効率が向上し、増産や多角経

営に向けた取り組みも広まるなか、イチゴ生産者においても、作業効率を2

割程度向上させるこの施設によって永続的な農業経営が期待されており、県

としても支援を継続すべきであり、今後の質問等に役立てたいと感じた。



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

轄理番号 3-5-4-ﾉダ

経費項目 繩 ｡研修費･広臘醐濱･蕊談儲瀧債･会議費･資料I賊費･資繩瀞貴･事務費･事翻漬･人件費

内容 県庁にて調査． 群ｿ(能に関する意見交換

年月日 令和7年4月21日～年月日 金額 3,420円

目的
義会対応調整・ケアハウスに関する意見交換

使途 交通費東名郷IIIC→静岡IC→浜松IC(@1,410+2,010)

政務活動．

県政との

関連性

県議会における対応についてである

く領収書貼付枠＞
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

3,420円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

3,420円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-4-/す

経費項目 …･研修費･広聴広報費･蕊識儒瀧債･会議費･資料侑媛･鮮臓入費･事務費･誘翻漬･人件費

内 容 県建設業組合会員との意見交換（交通費）

年 月 日 令和7年4月22日～ 年 月 日 金 額 2,390円

目 的
県建設業協会会員との意見交換

使途
交通費

関連性

県が進める公共残土処分に関する意見交換を通じて今後の質問に役立てる。

く領収書貼付枠＞
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領 J1又 訂正

現・チ・ク・割引 No.8188

日付2025年04月22日

車番000113 0000

基本運賃 \660円

舗 \660N
上記の様:波収致しました

龍榊 1l%
儲一ﾀｸｼｰ鰔舗
I64-261-6181

細市蔀千佃丁目31319
ｲﾝﾎｲｽ豊撚号I
T9081001003152

掛 川 伝静｜河

自由席

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,390円

案分率(b)

1/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,390円



様式第1－1号

支出証拠

聿冒

笛・号

轄理番号 3-5-4-/8

経費項目 鯉･研修費･広聴広報費･覇熊辮識･会議費･資膿M誠費･資粥騰入費･事務費･事翻T費･人件費

内容 県庁にて調査

年月日 令和7年4月24日～年月日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途 交通費東名御IIICF瀞岡IC(@1,410×2)

政務活動．

県政との

関連性

県議会における対応についてである
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）

鑿理番号 3-5-4-ﾉノ

経費項目 趣遍霞･研修費･広聴広報費･癖蹴鞠鋤費･会議費･資洲乍成費･資料購磧･事務費･藷翔漬･人件費

内容 県庁にて調杳

年月日 令和7年4月25日～年月日 金額 2,820円

目的
議会対応調整

使途
交通費東名御IIIC<二瀞岡IC(@1,410×2)

政務活動・

県政との

関連性

県議会における対応についてである
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

l/1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支 出 証 拠

聿自

苫・肩

~缶-ノー催"田一勺 3-5--ゾ涙衙

経費項目 調剤職賓･研修費･広聴広報費･霊諏儲瀧憤･会議費･資料侑續｡資繩鶯入費鰯 ･藷翔潰･人件費

内 容 事務所電話代

年 月 日 令和7年4月25日～ 年 月 日 金 額 4,323円

目 的
｣函労Y古到をｲ丁フ串j労ﾉﾂT電冒古1℃

使 途
令和7年4月分
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政務活動．

県政との

関連‘件
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案分の理由

後援会活動

案分する

を含むため

領収書金額(a)

8,646円

案分率(b)

1/2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4,323円
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画

お客様電話番号等
BlLLINGNUMBER

請求年月
MONTHOFISSUE

0537－21－2700 2025年 4月ご請求分

3-j--g←/『ご請求内訳 (お客様番号 ）

iレサーピス料はくあまねく日本全国においてユニノ

ス(NTT東西の加入電話等）の提供を確保するブ

セだく料金です。なお、一般社団法人電気通信事営

野号あたりの費用（番号単価）が公表されていま7

M300212210010327003246

淵↑ 980 IC

〆、

ミノ

a ．【】叶【］ l‐E

内訳項目 金額（円）
[HAR6EBREAKDOWNBYCATE60RY(YEN)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

請 求 内 訳 等 詳 細
DETAILSOFCHARGEBREAKDOWN

〔
本内訳は、各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕

◆0537－21－2700

◇N･T.T西日本ご利用分

6〃666

◇NTT西日本分（小計）

6〃666
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０
．
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０
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２
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〃

5

1
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6

1

フレッツ 光ネクスト F 隼利用料 3月 1日～ 3月31日

光もっともっと割 ･ 2026年O7月～2026年09月以

外の解約は解約金がかかります

ひかり電話A(エース）定額料1". .. 3月｣1日～ 3月31日

ひかり電話A(エース）定額料2 3月 1日～ 3月31日ひかり電

話A使用料は本料金と定額料1の合計で

す。

ひかり電話対応機器使用料 ．’ －．．．3月 1日～．．3月31日

複数チャネル使用料 3月 1日～ 3月31日

追加番号使用料 ．
h

3月 1日～ 3月31日．．

ひかり電話（通話料） 3月 1日～ 3月31日 翌月への

繰越額は480円です。 、

ひかり電話A(エース）定額料分通話 3月 1日～3月31日 ひかり電

話A定額料に含まれ、通話料から減算し0.
0

ます。

ひかり電話（携帯電話等への通話料） 3月 1日～ 3月31日

ユニバーサルサービス料他 3月 1日～3月31日2番号分

のご請求となります。

発行手数料 本請求書等の発行にかかわる各種費用に

なり.ます。

収納手数料 本請求をコンビニエンスストア，各種金

消費税等相当額（合計）．

(小計）

融機関でお支払いいただく場合の手数料

です。

合算表示の料金合計×.10%

ユニバーサルサービス料他には、2024年4月利用料分から2025年3月利用料分まで、ユニバーサル

サービス料に加え、電話リレーサービス料として1番号あたり1．1円（税込）が含まれています。

電話リレーサービス料については一般社団法人電気通信事業者協会のホームページをご確認下さい。

https://www.tca.ol､.jp/telephonerelay_service_sup

port/qa/

内訳項目 金額（円）
[HARGEBREAKDOWNBY[ATEGORY(YEN)

内訳金額（円）
AMOUNT(YEN)

三主

求両目 内 訳 等 詳 細
DETAILSOFCHARGEBREAKDOWN 〔

本内訳は、各サービス提供事業者が
発行したものです。 〕



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議。増田享大）

整理番号

経費項目 職･研修費･広聴広報費 ･蕊鞭儲瀧謄･会議･資料1月罐･資繩静費･事務費･事獅漬･人件費

内容 県看護連盟会員との意見交換

年月日 令和7年4月29日～年月日 金額 2,820円

目的
県看護連盟会員との意見交換

使途
交通費東名御IIIC-静岡IC(@1,410×2)

政務活動

県政との

関連性

看護現場の事情を聴取し質問等に役立てる
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,820円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,820円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名。議員氏名自民改革会議・増田享大）

整理番号 3-5-4-』り

経費項目 調査研究費･研修費．蠅費 ･雰識饒糠婚｡会議費･資料侑績･資料購ｽ費･事務費･事瀞積･人件費

内容 静岡県議会リポート郵送料

年月日 令和7年4月30日～年月日 金額 330円

目的
静岡県議会リポート郵送料

使途
郵送料

政務活動．

県政との

関連性

県政の状況を報告し今後の議会活動に役立てる。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

330円

案分率(b)

1／1

100％

政務活動費支出額(a×b)

330円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）
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轄琿番号 3.5--ｸｰ出／

経費項目 調劃職賓.研修費広聴広報費・要談儲糠擴･会議費･資料作同潰総･事務費･事獅漬･人件費

内容 聖教新聞購読料÷＃/が

年月日 令和7年4月30日～年月日 金額 1,934円

目的
情報収集

使途
聖教新聞購読料

関連性

政治団体の主張に関する情報を収集することは県の重要な施策である。

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1,934円

案分率(b)

1/1

100%

政務活動費支出額(a×b)

1,934円



様式第1－1号

支 出 証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・増田享大）

轄理番号 3-5--ツー”

経費項目 調査研究費｡研修費･広聴嘩；費・覇瞭濡鋤費･会議費･資料佃潰･職･事務費。 詞翻漬･人件費

内 容 新聞購読料 峰〃か

年月 日 令和7年4月30日～ 年 月 日 金 額 1,650円

目 的
情報収集

使 途
お|,|耳]只丹可凸午寸″

政務活動．

県政との

関連性

＃欺き“榊穐慨し､玖瞬!'Im｡'"(､恥

く領収書貼付枠＞

’

蕊龍2025年4月

鬘増田た
蕊r－嘉一荷口
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分 領収証 発証NOOOO22806-202504-1;罐騨

かひろ（事）様

※は軽減税率対象 登録番号:T5080402017266

犀震嬬霧藪蒋蕪砺1
毎度ご!I碓読有難うございます (有)風間新
上記金額正に領収致しました 掛川市駅前4－6

TELO537-24-4811
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金名 キ丙 音B数 全 距

静岡新聞※ 1 3,300

合． 言r 金 顎

\3,300
(8%対象3,300円
内消費税244円）

案分の理由

後援会活動を含むため

案分する

領収書金額(a)

3,300円

案分率(b)

1/2

50％

政務活動費支出額(a×b)

1,650円



様式第1－1号

支 出証 拠 書

（会派名。議員氏名 自民改革会議・増田享大）

し

ｚ
③
写
’
八
八
而
辱
、

垂崔再 勺 3-5-4-33

経費項目 調査研ｦ漬.研修費.広噸醐潰.蕊鞭艤溌曠.会議費･資料作成費･資繩青入費･事務費･事獅T費･腰

内 容 事務員雇用

年月 日 令和7年4月30日～ 年 月 日 金 額 30,000円

目 的
政務活動を行う事務員給料

使 途
令和7年4月分

政務活動・

県政との

関連性

案分の理由

後援会活動

案分する

を含むため

領収書金額(a)

60,000円

案分率(b)

1/2

50％

政務活動費支出額(a×b)

30,000円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名自民改革会議・増田享大）【 4 月分】

＜領収琴占付枠＞

整理番号 3-5-4-24

区 分 前回給油(領収壽占付分)A 今回(直近の)給油B 総走行踊誰C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行畷ixm)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行匪雛tm)/総走行距離（上記c)Im)

･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行闘難(km) 積算方法※ 充当額（円）

(” 18円×r､2"km/ km 32,940

く支払証明＞_上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 増田享大

案分の理由 領収書金額(a)

円

案分率(b)

／

％

政務活動費支出額(a×b)

円
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